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はじめに

　板橋火薬製造所は、明治９年 (1876)、江戸最大の大名屋敷であった加賀藩下屋敷の

跡地に、明治政府が初めて設置した近代的な火薬製造所で、火薬製造の一連の工程

を示す遺構が広範囲にわたって良好に遺存していることから、平成 29 年 10 月、国

史跡に指定されました。板橋区では、当地の歴史的価値を高く評価し、史跡公園と

して整備し、保存・活用していくための取組みを続けております。

　令和元年には、史跡の価値を未来に向けて保存し、活用するための指針となる『史

跡陸軍板橋火薬製造所跡保存活用計画』を策定いたしました。この保存活用計画では、

当史跡の本質的価値を適切に守り、確実に未来に継承するためのあり方を、史跡の

望ましい将来像として定め、その実現に向けた取組みを行っていくことを企図して

います。

　また、平成 30 年６月に文化財保護法が一部改正され、地域における文化財の総

合的な保存・活用の推進が図られています。この背景には、史跡をはじめとする地

域の文化財の保存・活用が、産業振興・商店街振興・観光振興などのまちづくりに、

好影響を与えていく期待があります。

　こうした文化財の保存・活用に向けた機運の高まりの中で、このたび板橋区では、

保存活用計画に基づき、史跡の望ましい将来像の実現に向けた具体的整備方針を示

すとともに、史跡のみならず周辺地域の魅力を引き出し、発信するための整備方針

を定めた『史跡陸軍板橋火薬製造所跡整備基本計画』を策定しました。この整備基

本計画の推進が史跡や周辺地域だけでなく、ひいては板橋区がもつ魅力を高め、「東

京で一番住みたくなるまち」の実現に大きく寄与できるものと考えております。

　最後になりますが、本計画の策定にあたって、「史跡陸軍板橋火薬製造所跡保存活

用計画・整備基本計画策定委員会」の委員の皆様、文化庁、東京都教育庁をはじめ

とする関係者各位、またパプリック・コメント等を通して貴重な意見を下さった区

内外の皆様より、多大なご支援と貴重なご指導、ご助言を賜りました。ここに深く

感謝申し上げます。

令和３年３月　　　　　　　　　　板 橋 区 長



例　言

1. 本書は、史跡陸軍板橋火薬製造所跡における整備基本計画の策定計画書である。

2.�本事業は板橋区が事業主体となり、平成 31 年度（令和元年度）に文化庁の歴史活

き活き！史跡等総合活用整備事業費補助金を受けて実施した。

3.�事業実施にあたっては、「史跡陸軍板橋火薬製造所跡保存活用計画・整備基本計画

策定委員会」を設置し、文化庁文化財第二課、東京都教育庁地域教育支援部管理課

の指導助言を受けて協議を重ね、板橋区が策定した。

4.�本計画で使用した遺構、建築物等の名称は、板橋区教育委員会事務局発行『旧東

京第二陸軍造兵廠火薬研究所　近代化遺産群調査報告書』（2016 年）、及び『史跡

陸軍板橋火薬製造所跡保存活用計画』の名称を使用している。

5. 本計画の策定に係る事務は、板橋区教育委員会事務局生涯学習課が行った。

6. 本計画で使用した各種データ等は、板橋区教育委員会に保管している。

7. 下記の語句は頻出するため、略称を用いる。

　・『板橋区史跡公園（仮称）基本構想』→『基本構想』

　・『史跡陸軍板橋火薬製造所跡保存活用計画』→『保存活用計画』
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